
第八号様式　〔第23条の６、第23条の10関係〕

田子の浦漁業協同組合

令和8年3月5日

静岡県富士市前田字新田８６６－６

中西　正明

①田子の浦漁港～田子の浦沖～田子の浦漁港
②田子の浦漁港～田子の浦港内～田子の浦漁港

航路の起点、寄港地
及び終点又は航行す
る 水 域

係留施設の名称及び
位 置

田子の浦漁港
静岡県富士市前田字新田８６６－６

住 所

代 表 者 の 氏 名
（ 法 人 の 場 合 ）

氏 名 又 は 名 称

一 般 不 定 期 航 路 事 業 者 登 録 簿

東海一不第57号登 録 番 号

登 録 年 月 日



第八号様式　〔第23条の６、第23条の10関係〕

金 栄 丸 7.3 241-18617

第 五 裕 丸 7.9 241-10783

清 福 丸 4.8 241-21566

結 心 丸 4.9 290-33985

4.5 241-13060

235-40481

鶴 丸 4.8 242-22482

第 五 海 渡 4.9

金 丸
使用する船舶に関する
事項

4.5 241-13646

海 渡

つ り 正 丸 4.9 241-17093

晴 丸

鷹 丸 9.7 241-14528

銀 丸

242-32213

6.6 243-35057

4.8

隆 眞 丸 4.9

6.6 242-20181

241-17027

ひ さ 丸


